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	（１）作成者
	市町村との契約等により基準該当通所支援の提供に係る特例障害児通所給付費の代理受領を行う基準該当事業所
	（２）作成単位
	登録事業所番号単位で請求先となる市町村ごとに作成する。
	２　記載方法
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	（１）請求先
	請求に係る通所給付決定保護者の給付決定をした市町村名を記載する。
	（２）請求年月
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	（３）請求金額
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	（５）請求内訳
	登録事業所番号単位で提供した基準該当通所支援の種類ごとに、請求の内訳を記載する。
	ア　区分
	請求に係る基準該当通所支援の種類を特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費（請求額があるサービスのみ）に分けて記載する。
	イ　件数
	各区分ごとに当該基準該当通所支援（高額障害児通所給付費については高額障害児通所給付費の請求額）が含まれている特例障害児通所給付費等明細書の件数（通所給付決定保護者１人につき１件とカウント）を記載する。
	ウ　単位数
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された「給付単位数」の合計を記載する。
	エ　費用合計
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された「総費用額」の合計を記載する。
	※　エ＝オ（高額障害児通所給付費がある場合は当該額を合算した額）＋カ＋キ　となること。
	オ　給付費請求額
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された「請求額・給付費」又は「請求額・高額障害児通所給付費」の請求額の合計を記載する。
	カ　特別対策費請求額
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された「請求額・特別対策費」の合計を記載する。
	キ　利用者負担額
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された調整後の利用者負担額（「上限月額調整」、「調整後利用者負担額」又は「上限額管理後利用者負担額」欄による最終調整後の利用者負担額）の合計を記載する。
	ク　自治体助成額
	各区分ごとに特例障害児通所給付費等明細書に記載された「自治体助成分請求額」の合計を記載する。
	※　市町村が、当該請求様式を活用して地方単独助成事業に係る請求事務を行う場合に限られるため、活用する市町村は事業者に取扱いを周知すること。
	ケ　小計・合計
	「件数」から「自治体助成額」の各項目について、各区分の小計及び合計（縦計）を記載する。
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